
江東区無電柱化推進計画 

6.無電柱化の推進のために講じる施策 

6-1無電柱化の低コスト化・工期短縮に向けた取組 

国や東京都において、無電柱化の低コスト化・工期縮減に向けて実用化済または検討

が進められている手法や材料について積極的に活用を検討し、無電柱化事業の事業費や

事業期間の縮減に努めていきます。 

 

実用化済または検討が進められている手法の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 

 

（※P.49 参考資料） 
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6-2狭あい道路における無電柱化整備 

(1)技術的課題の解決 

狭あいな道路を従来の電線共同溝方式で無電柱化する場合の技術的課題として、地上

機器の設置場所が限られてしまうことや、既設の地中埋設物（ガス管、水道管、下水道

管等）が支障となり電線共同溝の埋設に必要な空間の確保が困難であることが挙げられ

ます。 

これらの解決策として、地上機器の設置場所を道路用地内に確保できない場合は、沿

道の公用用地等の活用を検討します。また、電線共同溝の埋設に必要な空間の確保が困

難な場合は、小型ボックス活用埋設方式等の手法の採用を検討します。 

  

公園等の公共用地を活用して地上機器を設置した例 

 

 

出典：「道路の無電柱化低コスト手法導入の手引き（案）Ver.2」 
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京都市中京区先斗町通では、道路用地外への地上機器の設置や、小型ボックス活用埋

設方式を採用した無電柱化が実施されています。併せて特殊部の小型化や地上機器の美

装化も行われており、国土交通省の低コスト無電柱化モデル施工に認定されています。 

当該箇所の無電柱化事業にあたり、地域住民からの無電柱化への協力を得られたこと

で地上機器を民地内に設置し、埋設に必要な空間を確保するために小型ボックス活用埋

設手法を採用したことで、従来手法による課題を解決しています。 

 

 
出典：「国土交通省ホームページ」 

 

(2)三者協働 

無電柱化事業を円滑に推進するためには、地域住民及び関係事業者による協力が重要

となります。そのために、広報活動や啓発活動等を通じて、無電柱化事業の重要性を行

政が積極的に発信し働きかけることにより、協力関係を構築します。 

そして、三者が適切な役割分担のもとに協働することで、無電柱化を推進していきま

す。 

 

 

 

 

 

 

三者の主な役割 

地域住民 関係事業者 行政 

・無電柱化に対する理解と 

関心の強化 

・無電柱化事業への協力 

・新設電柱の設置抑制 

・既設電柱の撤去 

・新技術の開発 

・路上工事の調整 

・無電柱化事業の推進 

・地域住民への無電柱化に 

関する広報活動 

地域住民 

行政 

関係事業者 

三者協働
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6-3補助制度を活用した財源確保 

国では、道路の無電柱化を含む「地域における総合的な生活空間の安全確保」に関す

る社会資本整備にあたり、補助金制度である社会資本整備総合交付金（防災・安全交付

金）を交付しています。（※Ｐ.50 参考資料） 

東京都では、区市町村道における防災に寄与する路線の無電柱化に際し、歩道幅員が

2.5ｍ未満または歩道が無い区間など無電柱化が困難な路線や区間に対して、財政支援

及び技術支援を行う「東京都無電柱化チャレンジ支援事業」を策定しています。 

（※Ｐ.51 参考資料） 

無電柱化の推進にあたっては、これらの補助制度を積極的かつ有効に活用し、財源確

保に努めていきます。 

 

6-4道路事業や市街地開発事業等との同時整備の検討 

道路事業や市街地開発事業等の実施に際し、あわせて無電柱化事業の実施を検討し、

事業の効率化に努めていきます。 

道路事業においては、歩道の新設やバリアフリー化工事にあわせて、無電柱化の同時

整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 

市街地開発事業等においては、無電柱化事業以外の不燃化特区推進事業や都市計画事

業等の中で必要に応じ無電柱化の検討を行います。 

また、無電柱化推進法第１２条の適用や、東京都が策定している「都市開発諸制度」

の活用により、民間開発事業が実施される際の道路の無電柱化を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京都無電柱化計画」 

6-5道路法第３７条に基づく占用制限の活用 

防災上重要な路線や、歩行者の安全かつ円滑な通行を図る必要がある路線等で、特に

無電柱化事業の必要性がある路線については、道路法第 37 条の規定に基づく新設電柱

の占用制限措置を検討します。（※Ｐ.53 参考資料）
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